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スよく実行し、企業価値の最大化を図ることが株主利益に資すると考えておりま

す。 

当社は、取得した自己株式の一部については上記本新株予約権が行使された場

合に交付される株式に優先的に活用していく方針であります。なお、残る自己株

式の活用方法については現時点では未定ではありますが、当社グループの役員及

び従業員に対するインセンティブプラン等を含めた将来におけるその他の資本政

策へ、市場環境等を踏まえて機動的に活用していくことを想定しております。 

 

２. 取得に係る事項の内容 

（１）取得対象株式の種類 当社普通株式 

（２）取得し得る株式の総数 1,300,000 株（上限） 

（発行済株式総数（自己株式を除く。）に対する割合

12.69％） 

（３）株式の取得価額の総額 1,300,000,000 円（上限） 

（４）取得期間 2021 年 12 月 23 日から 2021 年 12 月 27 日まで 

（５）取得方法 株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引

（ToSTNeT-３）による買付け 

（６）その他 本自己株式取得に必要な一切の事項の決定は、取締役

兼グループ執行役員 植松崇夫に一任する。 

（注）１． 市場動向等により、一部又は全部の注文の執行が行われない可能性もあり

ます。 

２． 株式会社東京証券取引所の定義に基づく非流通株主と分類される当社の代

表取締役社長兼グループ最高経営責任者である本郷秀之から、今後、当社

が上記取得方法による自己株式の取得を決定した場合、これに応じる形で、

決定された実際の取得し得る株式の総数と同数の当社普通株式を売却する

意向がある旨の連絡を受けております。 

 

３. 利益相反を回避するための措置について 

 本自己株式取得の取締役会決議において、本自己株式取得の相手先となる予定で

ある当社代表取締役社長兼グループ最高経営責任者である本郷秀之は、特別利害関

係人に該当するため、本件に関する審議及び決議には参加しておりません。 

 

（ご参考）2021 年 12 月 20 日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式除く） 10,240,281 株 

自己株式数 119 株 
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